
鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関認証要綱の一部改正 

 
鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関認証要綱（平成 16 年 10 月１日制定）の一部を次の

ように改正する。 
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 
第１条 略 
 
（評価区分） 
第２条 この要綱に基づいて認証された評価機関

は、次の各号に掲げる区分ごとに評価を行うこ
とができるものとする。 

  また、第１号キに掲げる通知に基づき認証を
受けた評価機関は、同号キに掲げる通知に基づ
く評価を行うことができるものとする。 

（１）～（２） 略 
 
第３条～第６条 略 
 

（認証の更新） 
第７条 略 
２ 県は、前項の申請があったときは、推進委員

会により審議を行い、次に掲げる要件を満たす
場合には、これを認証する。 

（１）第３条に規定する認証要件を満たすこと。 
 
 
（２）次条の遵守状況等に鑑み適正な評価を行う

ことができると認められること。 
 
第８条～第 10 条 略 
 
（認証の取消） 
第 11 条 県は、認証した評価機関が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、推進委員会の審議を
経て、認証の取消しを行うことができる。 

（１）・（２） 略 
 
（３） 略 
（４） 略 
（５） 略 
 
第 12 条～第 13 条 略 
 

（様式第１号）～（様式第４号） 略 

 
  附 則 
 略 
 
（施行期日） 
１ この改正は、平成 26 年７月 25 日から施行す

る。 
（経過措置） 
２ 略 

 
第１条 略 
 
（評価区分） 
第２条 この要綱に基づいて認証された評価機関

は、次の各号に掲げる区分ごとに評価を行うこ
とができるものとする。 

 
 
 
（１）～（２） 略 
 
第３条～第６条 略 
 
（認証の更新） 
第７条 略 
２ 県は、前項の申請があったときは、推進委員

会により審議を行い、次に掲げる要件を満たす
場合には、これを認証する。 

（１）第３条に規定する認証要件を満たすこと。 
（２）現在の有効期間中に評価の実績を有するこ

と。 
（３）次条の遵守状況等に鑑み適正な評価を行う

ことができると認められること。 
 
第８条～第 10 条 略 
 
（認証の取消） 
第 11 条 県は、認証した評価機関が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、推進委員会の審議を
経て、認証の取消しを行うことができる。 

（１）～（２） 略 
（３）過去３年間評価実績がない場合 
（４） 略 
（５） 略 
（６） 略 
 
第 12 条～第 13 条 略 
 
（様式第１号）～（様式第４号） 略 

 
   附 則 
 略 
 
（施行期日） 
１ この改正は、平成 26 年７月 25 日から施行す

る。 
（経過措置） 
２ 略 
３ 改正後の第７条第２項第２号及び改正後の第

11 条第１項第３号の規定は、当分の間、適用し
ない。 

附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和７年 月  日から施行する。 

資料１　



 

鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関認証要綱の改正について 

令和７年１月３１日福祉監査指導課 

１ 概要 

県内において社会福祉・保健サービスの評価を行う評価機関は、本県の認証要綱に基づき県

が認証しているが、当該県の認証を受けず、国の通知に基づき全国社会福祉協議会が行う社会

的養護関係施設第三者評価機関の認証を受けている機関（以下「全国認証機関」という。）が

県内で社会的養護関係施設の評価を行うことの可否について疑義が生じている。 

ついては、全国認証機関の取扱いを明確にするほか、所要の改正案について、鳥取県社会福

祉・保健サービス評価推進委員会（２月１４日開催予定）に諮ることとしたい。 

 

２ 要綱改正案 

（１）有効な認証の明示（第２条第１項） 

   全国認証機関は、本県の認証を受けなくても、本県内にある社会的養護関係施設の評価を行

えることを明示する。 

＜改正理由＞ 

   全国認証機関は国通知に基づき各都道府県で評価を行うことが可能であるが、国通知は技術

的助言に過ぎず、県内での活動を可能とするためには、本県要綱でそれを規定する必要がある

ため。 

また、全国認証を受けるにあたり、社会的養護関係施設の評価に特化した研修の受講が条件

となっていることから、全国認証機関は県の認証を受けた機関と同等かそれ以上の能力を有す

る機関であると期待できるため。 

（改正の意図） 

  全国認証機関が県内で評価活動を行うに当たって、過度の負担を課さないため。ひいては、

他県に拠点のある全国認証機関が参入しやすくなり、県内施設の評価依頼先の選択肢を広げる

ことにもつながる。 

改 正 後 改 正 前 

（評価区分） 
第２条 この要綱に基づいて認証された評価機関

は、次の各号に掲げる区分ごとに評価を行うこと
ができるものとする。 

  また、第１号キに掲げる通知に基づき認証を受
けた評価機関も、同号キに掲げる通知に基づく評
価を行うことができるものとする。 

（評価区分） 
第２条 この要綱に基づいて認証された評価機関

は、次の各号に掲げる区分ごとに評価を行うこと
ができるものとする。 

 
 
 

（※）第１号キ＝「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」（国通知） 

 

（２）その他所要の改正（評価実績を要件とする認証更新規定及び認証取消規定並びにこれらに係

る経過措置の削除） 

① 「現在の有効期間中に評価の実績を有すること」を認証更新の要件から削る。（第７条第２

項第２号） 

② 「過去３年間評価実績がない場合」を認証取消の要件から削る。（第１１条第１項第３号） 

③  ①及び②の規定を「当分の間、適用しない」ための経過措置を削る。 

＜改正理由＞ 

平成３１年３月２５日の改正で、３年間の有効期間中に評価機関の評価実績が０件の場合で

も更新時研修を受講すれば認証更新は可能とする制度（規定）を国指針の見直しに基づき加え

たことに伴い、実績要件規定の適用の見込みがなくなったため。 

（参考） 

実績要件の規定は、評価推進委員会委員からの意見（実績の有無が評価機関の信頼性にかか

わる）に従い加えられたが、同時に、実績の確保が難しい（少ない受審施設を奪い合う）状況

にも配慮すべきとの意見も踏まえて、当初から「当分の間適用しない」こととされていたもの。 

改 正 後 改 正 前 

（認証の更新） 
第７条 略 
２ 県は、前項の申請があったときは、推進委員会

（認証の更新） 
第７条 略 
２ 県は、前項の申請があったときは、推進委員会



により審議を行い、次に掲げる要件を満たす場合
には、これを認証する。 

（１） 略 
 
 

（２） 略 

 

（認証の取消） 
第 11 条 県は、認証した評価機関が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、推進委員会の審議を経
て、認証の取消しを行うことができる。 

（１）・（２） 略 
 
（３） 略 
（４） 略 
（５） 略 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、平成 26 年７月 25 日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 略 

により審議を行い、次に掲げる要件を満たす場合
には、これを認証する。 

（１） 略 
（２）現在の有効期間中に評価の実績を有するこ

と。 

（３） 略 
 
（認証の取消） 
第 11 条 県は、認証した評価機関が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、推進委員会の審議を経
て、認証の取消しを行うことができる。 

（１）・（２） 略 
（３）過去３年間評価実績がない場合 
（４） 略 
（５） 略 
（６） 略 
 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、平成 26 年７月 25 日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 略 

３ 改正後の第７条第２項第２号及び改正後の第
11 条第１項第３号の規定は、当分の間、適用し
ない。 

 

（参考１）要綱第２条第１項に規定する評価区分 

  ・第１号 福祉サービス第三者評価区分 

        障害福祉サービス事業所等、保育所、児童館、放課後児童健全育成事業、 

婦人保護施設、社会的養護関係施設、高齢者サービス事業所等、救護施設 

・第２号 地域密着型サービス外部評価区分 

 

（参考２）社会的養護関係施設の第三者評価について 

   社会的養護関係施設については、子どもが施設を選ぶ仕組みではない措置制度等であり、また、

施設長による親権代行等の規定があるほか、被虐待児が増加していること等により、施設運営の質

の向上が必要。→第三者評価の実施が義務付け 

   受審の義務化に伴い、対象施設の数が少ない中で評価機関が一定以上の評価経験を蓄積して質の

高い評価を行えるよう、第三者評価事業が各都道府県の自治事務として実施される中にあって、全

国推進組織である全国社会福祉協議会の認証のもとで他の都道府県など広域で活動できる仕組み

が並行して実施されている。（平成 24 年度国通知にて運用開始。） 

 

（参考３）鳥取県認証評価機関一覧 

評価機関名 所在地 
評価区分※ 

認証期間 第三者
評価 

地域 
密着型 

特定非営利活動法人未来 倉吉市 ○ ○ R5.1.21～R8.1.20 

有限会社保健情報サービス 米子市 ○ ○ R5.3.22～R8.3.21 

特定非営利活動法人あいおらいと 鳥取市 ○ ○ R5.7.28～R8.7.27 

特定非営利活動法人いなば社会福祉評価サービス 鳥取市  ○ R5.7.16～R8.7.15 

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー 東京都 ○  R5.7.16～R8.7.15 

特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク 東京都  ○ R5.9.21～R8.9.20 

※「第三者評価」：福祉サービス第三者評価 
「地域密着型」：地域密着型サービス外部評価 



 

 

鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関認証要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉・保健サービス評価事業について、評価機関の認証に関し必要な事項を定

めることにより、評価機関及び評価の信頼性の確保に資することを目的とする。 

 

（評価区分） 

第２条 この要綱に基づいて認証された評価機関は、次の各号に掲げる区分ごとに評価を行うことができ

るものとする。 

（１）福祉サービス第三者評価（次に掲げる通知に基づく評価） 

ア 「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」の一部改正につ

いて（平成30年３月26日付子発0326第10号、社援発0326第７号、老発0326第７号厚生労働省

子ども家庭局長ほか２局長通知） 

イ 「障害福祉サービス事業所等における第三者評価の実施について」（令和２年３月 31 日付障発

0331第４号、社援発0331第17号厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部長通知） 

ウ 「保育所における第三者評価の改訂について」（令和２年４月１日付子発 0331 第 11 号、社援発

0331第34号厚生労働省子ども家庭局長ほか１局長通知） 

エ 「児童館における第三者評価基準ガイドラインの全部改正について」（令和２年９月３日付子発

0903第13号、社援発0903第５号厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知） 

オ 「放課後児童健全育成事業における第三者評価基準ガイドラインについて」（令和３年３月29日

付子発0329第８号、社援発0329第36号厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通

知） 

カ 「婦人保護施設版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準

に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について」（平成18年

６月 13 日付雇児福発第0613002 号、社援基発第0613001 号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長

ほか１課長通知） 

キ 「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」（平成 30 年３月 30 日

付子発0330第８号、社援発0330第42号厚生労働省子ども家庭局長ほか１局長通知） 

ク 「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施について」（令和２年３月31日付老発

0331第９号、社援発0331第18号厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知） 

ケ 「救護施設における第三者評価の実施について」（平成30年９月20日付社援発0920第１号厚生

労働省社会・援護局長通知） 

（２）地域密着型サービス外部評価（「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準」第72条第２項及び第97条第７項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」（平成

18年 10 月 17 日付老計発第1017001 号（最終改正平成21年３月27 日付老計発第0327001 号）厚生

労働省老健局計画課長通知）に基づく評価） 

  ただし、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「小規模多機能型居宅介護」「看護小規模多機能

居宅介護」を除く。 

 

（認証要件） 

第３条 評価機関の認証要件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）法人格を有すること。 

（２）申請法人が、社会福祉法及び介護保険法に規定する福祉・保健サービス（社会福祉法第２条第３項

第12号に規定する福祉サービス利用援助事業、同項第13号に規定する連絡又は助成を行う事業及び

各種相談事業に係るサービスを除く。以下「福祉・保健サービス」という。）を提供していないこと。 

（３）申請法人の役員の過半数が、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

ア 福祉・保健サービス提供法人の役員又は福祉・保健サービスを提供する施設若しくは事業所（以



 

 

下「施設等」という。）の長若しくは管理者であること。ただし、申請法人が、地域福祉の推進を

図ることを目的として設立された福祉・保健サービス利用者に係る権利擁護などの公益的な事業を

実施している団体であり、公正に評価を実施できると鳥取県社会福祉・保健サービス評価推進委員

会（以下「推進委員会」という。）が認める場合はこの限りでない。 

イ 地域密着型サービスを提供する施設等の職員であること。（地域密着型サービス外部評価に限る。） 

（４）評価調査者を２名以上委嘱しており、その委嘱は、県が評価区分ごとに公表する評価調査者養成研

修修了者名簿に登載されている者の中から行っていること。なお、既に他の評価機関と重ねて委嘱さ

れている者については、当該評価機関の同意を得た上で、委嘱していること。 

（５）次の資料等を整備し、公開していること。  

ア 所属する評価調査者一覧 

イ 評価の内容、手法その他の評価の実施に関する規程 

ウ 倫理及び守秘義務に関する規程  

エ 評価料金表  

オ 評価実績  

（６）評価を受審した施設等からの苦情等への対応体制を整備していること。 

（７）第 11 条の規定により認証を取り消された法人については、県が決定した再認証の条件を満たして

いること。 

（８）認証の更新を行う日の属する年度の前年度から直近３か年度における評価件数（社会的養護関係施

設に係る評価件数を含む。）が10件未満の場合にあっては、当該更新を行う年度内に更新時研修を受

講していること。 

 

（認証の申請） 

第４条 認証の申請は、第２条に規定する評価区分ごとに、申請書（様式第１号）に必要な資料等を添付

して行う。ただし、他の評価区分の申請時に提出した資料等は省略することができる。 

 

（認証） 

第５条 県は、前条に基づく申請書を受理したときは、推進委員会により審議を行い、第３条に規定する

認証要件を満たす場合には、評価機関を認証する。 

２ 県は、前項の認証を行うに当たって条件を付することができる。 

３ 県は、認証すること又は認証しないことを決定するに当たり、申請法人に対し、必要に応じて聞き取

りを行い、又は書類の提出を求めることができる。 

４ 県は、認証すること又は認証しないことを決定したときは、申請法人に対し、その旨を通知する。 

 

（認証の有効期間） 

第６条 認証の有効期間は３年間とする。 

 

（認証の更新） 

第７条 有効期間満了後引き続き評価機関として認証を受けようとするときは、有効期間満了の日の３月

前までに、申請書（様式第２号）に必要な資料等を添付して認証の更新を申請しなければならない。 

２ 県は、前項の申請があったときは、推進委員会により審議を行い、次に掲げる要件を満たす場合には、

これを認証する。 

（１）第３条に規定する認証要件を満たすこと。 

（２）現在の有効期間中に評価の実績を有すること。 

（３）次条の遵守状況等に鑑み適正な評価を行うことができると認められること。 

３ 第５条第２項から第４項までの規定は、認証の更新について準用する。 

 

（評価機関が遵守すべき事項） 

第８条 評価機関が評価を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）評価機関は、評価以外の活動を通じて、評価を受審する施設等（以下「受審施設等」という。）と



 

 

次に掲げる関係にある場合には、当該受審施設等の評価を行わないこと。 

ア 評価機関が、受審施設等又は受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人の本部（以下「法

人本部」という。）若しくは受審施設等以外の施設等（以下「同一法人施設等」という。）に対し、

現在若しくは過去 1 年間に寄付若しくは会計事務委託などを行っている又は現在若しくは過去に経

営コンサルタントを行っている。                                    

イ 受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人が、評価機関に対し、現在又は過去 1 年間に

寄付又は経営コンサルタントなどを行っている。 

（２）評価機関は、評価機関の役員が、受審施設等と次に掲げる関係にある場合には、当該受審施設等の

評価を行わないこと。なお、役員以外の会員及び顧問等については、この限りでない。 

ア 評価機関の役員が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利用

者である。 

ただし、推進委員会は、評価機関（第３条第３号アのただし書きに該当する法人に限る。）と福

祉・保健サービス提供法人及び施設等の間に利害関係の存するおそれが実質的にないと認められる

場合には、評価機関からの申し出により、本文の適用について特例の措置を講ずることができる。 

イ 評価機関の役員の所属する福祉・保健サービス提供法人（第３条第３号アのただし書に該当する

法人を除く。）が、次に掲げる区分において、受審施設等と同一のサービスを提供している。 

（ア）高齢者を対象とした福祉・保健サービス 

（イ）障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス 

（ウ）（ア）及び（イ）以外を対象とした福祉・保健サービス 

ウ 評価機関の役員の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役

員、職員又は利用者がいる。 

エ 評価機関の役員が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過去

１年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。 

（３）評価機関は、所属する評価調査者が、受審施設等と次に掲げる関係にある場合には、当該評価調査

者以外の評価調査者により、当該受審施設等の評価を行うこと。 

ア 評価調査者が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利用者で

ある。 

イ 評価調査者が、福祉・保健サービス提供法人の役員又は施設等の長若しくは管理者であって、か

つ次に掲げる関係にある。 

（ア）評価調査者の所属する福祉・保健サービス提供法人（以下「評価調査者所属法人」という。）

と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供している。 

（イ）評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス

を提供している。 

（ウ）評価調査者所属法人と受審施設等とがともに（ア）及び（イ）以外を対象とした福祉・保健サ

ービスを提供している。 

ウ 評価調査者が、地域密着型サービスを提供する施設等の職員である。（地域密着型サービス外部

評価に限る。） 

エ 評価調査者の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、

職員又は利用者がいる。                    

オ 評価調査者が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過去１年

間に寄付又は会計事務委託などを行っている。 

（４）評価機関は、所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合（前号イに

掲げる場合を除く。）には、受審施設等に対する当該評価調査者の派遣人数を１名以内とすること。 

ア 評価調査者所属法人と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供して

いる。 

イ 評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービスを

提供している。 

ウ 評価調査者所属法人と受審施設等とがともにア及びイ以外を対象とした福祉・保健サービスを提

供している。 



 

 

（５）評価は、県が別に定める鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領に基づいて

行うこと。 

（６）同一施設等を連続して評価する場合には、評価調査者のうち少なくとも半数以上は連続にならない

ようにすること。 

（７）事業の透明性を確保するため、次の各号に掲げる事項を、自己の管理するホームページに掲載する

こと。  

ア 評価機関として認証された日及び番号 

イ 実施する評価の種類 

ウ 第３条第５号に掲げる資料等 

（８）役員、評価調査者及び事務局職員は、評価を実施する上で知り得た情報を、漏えいしてはならない。 

 

（認証内容の変更） 

第９条 認証を受けた評価機関は、申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更が生じた場合は、変更の

事由が発生した日から30日以内に、認証内容変更届（様式第３号）に必要な書類を添付し、県に届け出

なければならない。 

  

（認証の辞退） 

第10条 認証を受けた評価機関は、認証の有効期間中であっても、認証辞退申請書（様式第４号）を県に

提出し、認証を辞退することができる。 

  

（認証の取消） 

第11条 県は、認証した評価機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、推進委員会の審議を経て、認

証の取消しを行うことができる。 

（１）第３条に規定する認証要件のいずれかが欠けた場合 

（２）第５条第２項に規定する認証の条件を満たさない場合 

（３）過去３年間評価実績がない場合 

（４）第８条に規定する事項が遵守されない場合 

（５）評価の信頼性を損なうおそれのある行為を行う等評価機関としてふさわしくないと判断した場合 

（６）前条に規定する辞退申請書が提出された場合 

２ 県は、前項の規定に基づき評価機関の認証を取り消したときは、当該評価機関に対し、その旨を通知

する。 

  

（調査・報告）                                                         

第12条 県は、評価の適正な実施を目的として、適宜、評価機関及び評価の状況について調査を行い、又

は評価機関に対し報告を求めることができる。  

２ 評価機関は、前項の調査に協力しなければならない。                   

 

（その他） 

第13条 県は、この要綱に定めるもののほか、認証を行うに当たり必要な事項について、推進委員会の審

議を経て、決定する。   

 

   附 則 

 この要綱は、平成16年10月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成16年11月17日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成17年１月21日から施行する。 



 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成17年４月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成17年６月13日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成19年１月26日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関認証要綱第２条の評価区分については、

平成19年３月 31日までは、認知症高齢者グループホーム外部評価（「指定痴呆対応型共同生活介護

（痴呆性高齢者グループホーム）が提供するサービスの外部評価の実施について」（平成 14 年７月

26日付老計発第0726002号厚生労働省老健局計画課長通知）に基づく評価）の評価区分とする。 

３ 平成19年３月31日まで認知症高齢者グループホーム外部評価に係る認証を受けている評価機関は、

評価調査者養成研修修了者名簿の地域密着型サービス外部評価の評価区分に登録された評価調査者を

２名以上委嘱しているときに限り、当該評価機関に所属する評価調査者名簿を県に提出することによ

り、地域密着型サービス外部評価に係る認証があったものとみなす。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成20年５月29日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成23年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、平成26年７月25日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条の規定にかかわらず、平成26年９月20日までに認証の有効期間が満了する評価機関

の認証の更新については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第７条第２項第２号及び改正後の第11条第１項第３号の規定は、当分の間、適用しない。  

 

   附 則 

この要綱は、平成28年７月22日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成28年10月17日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成29年６月19日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成29年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成30年３月28日から施行する。 

 



 

 

附 則 

この要綱は、平成30年８月22日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成31年３月25日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年７月13日から施行する。 

 

      附 則 

 この要綱は、令和３年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

（以下、様式第１号～第４号 略） 



 

子 発 0 3 2 3 第 ３ 号 

社援発 0323 第 30 号  

令和４年３月 23 日 

 

 

各             殿 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長   

（ 公 印 省 略 ）       

厚生労働省社会･援護局長   

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について 

 

 

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」（以下「第三者評価指針」という。）

を踏まえながら社会的養護関係施設（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児

童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。以下同じ。）における第三者評価につい

ては、「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」（平成

３０年３月３０日付子発第 0330第 8号、社援発第 0330第 42号（以下「社会的養護関

係施設第三者評価通知」という。））により実施されているところである。 

社会的養護関係施設の第三者評価基準については、社会的養護関係施設第三者評価

通知に示すとおり、概ね３年毎に定期的に見直しを行うこととしているが、今般、前

回の見直しから４年が経過することから、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組

織である全国社会福祉協議会（以下「全社協」という。）に設けられた「福祉サービス

の質の向上推進委員会」に要請し、各施設における支援の質の向上の観点から当該基

準の見直しの検討を行ったところである。 

これを踏まえ、第三者評価基準の改定を行い、本通知により令和４年４月１日から

適用することとしたので、第三者評価指針のほか下記の事項に留意の上、社会的養護

関係施設の第三者評価の適切な実施にご配意願いたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言である。 

  

記 

 

１．第三者評価の趣旨 

 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７８条第１項により、「社会福祉事業

都 道 府 県 知 事  

指 定 都 市 市 長  

中 核 市 市 長 

児童相談所設置市市長 



 

の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を

講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福

祉サービスを提供するよう努めなければならない。」こととされており、これに基

づき、福祉サービス第三者評価事業が実施されている。 

福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が任意で第三者評価を受

ける仕組みであるが、社会的養護関係施設については、子どもが施設を選ぶ仕組み

ではない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定があるほか、被

虐待児が増加していること等により、施設運営の質の向上が必要である。このため、

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和２３年厚生省令第６３号）に

おいて、社会的養護関係施設については、「自らその行う業務の質の評価を行うと

ともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその

改善を図らなければならない。」旨を定め、第三者評価の受審及び自己評価並びに

それらの結果の公表を義務づけている。 

これらにより、社会的養護関係施設の第三者評価は、子どもの最善の利益の実現

のために施設運営の質の向上を図ることを趣旨として実施されるものである。 

 

２．第三者評価及び自己評価の定期的な実施 

（１）社会的養護関係施設は、第三者評価指針及び本通知に基づき、第三者評価を令

和４年度から始まる３か年度毎に１回以上受審し、その結果の公表をしなければ

ならない。 

（２）また、第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければ

ならない。 

 

３．第三者評価の推進組織 

①  全国推進組織（全社協） 

全国推進組織である全社協は、「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」

による業務に加え、社会的養護関係施設第三者評価機関の認証に関すること、社

会的養護関係施設についての第三者評価基準及び第三者評価の手法に関するこ

と、第三者評価結果の取扱いに関すること、評価調査者養成研修及び評価調査者

継続研修に関すること、その他必要な業務を行う。 

②  都道府県推進組織 

第三者評価指針の別添１の「都道府県推進組織に関するガイドライン」による

業務に加え、本通知に定める事項に係る業務を行うことができる。 

 

４．第三者評価基準 

（１）全国共通の第三者評価基準 

社会的養護関係施設の第三者評価基準については、他の福祉サービスと同様に

共通評価基準と施設種別独自の内容評価基準に分かれており、今般、別添１－１



 

から別添６－４までのとおり改定したところである。 

共通評価基準は、都道府県社会的養育推進計画に関する内容を踏まえ、施設経

営を取り巻く環境と経営状況の把握・分析、職員育成の意義、地域の福祉ニーズ

等を把握するための取り組みに関する内容の加筆等を行い、改定した。自立援助

ホームについては、平成２２年に評価基準を策定後、初めての改定となるため、

平成３０年に改正された全施設種別の共通の第三者評価指針の別添３の「福祉サ

ービス第三者評価基準ガイドライン」及び同通知の別添４の「福祉サービス第三

者評価基準ガイドラインにおける評価項目の判断基準に関するガイドライン」に

合わせて評価項目の組み替え等の見直しを行ったほか、自立援助ホームは第２種

社会福祉事業であることや児童の対象年齢を超えた者も入居している等の特性・

実態を踏まえた言葉の置き換え、整理を行った。 

また、内容評価基準については、子どもの権利擁護に関する項目の加筆や、評

価基準の一部に２段階評価が用いられたものを３段階評価に修正する等の見直し

を行った。自立援助ホームについては、利用者からの申し込みによる入居であり、

他の施設種別と異なるため、入居者の年齢や実態を考慮した修正を行った。 

（２）都道府県独自の第三者評価基準 

都道府県推進組織は、（１）にかかわらず、第三者評価指針の別添１の「都道府

県推進組織に関するガイドライン」により、独自の第三者評価基準を定めること

ができる。この場合、社会的養護関係施設の施設運営指針に基づくとともに、（１）

の全国共通の第三者評価基準に基づいて定めるものとする。 

（３）第三者評価基準の見直し 

   社会的養護関係施設の第三者評価基準については、３年に１回の第三者評価の

受審を義務づけていることを踏まえ、その実施状況を見ながら、概ね３年毎に定

期的に見直しを行うこととする。 

 

５．第三者評価機関 

（１）社会的養護関係施設第三者評価機関の認証 

社会的養護関係施設第三者評価機関は、社会的養護関係施設の特質等を十分把

握し、一定以上の評価実績を積むことが必要であるため、他の都道府県など広域

で活動できることが適当である。 

このため、社会的養護関係施設第三者評価機関については、全国共通の「社会

的養護関係施設第三者評価機関」の認証を受けなければならないこととし、この

認証は、次の要件により原則として全国推進組織が行い、全国において有効とす

る。 

①  都道府県推進組織の認証を受けている第三者評価機関にあっては、全国推進組

織である全国社会福祉協議会が実施する直近の社会的養護関係施設評価調査者

養成研修又は継続研修を受講し、修了した評価調査者が在籍していること。 

②  ①以外の評価機関にあっては、第三者評価指針の別添２の「福祉サービス第三



 

者評価機関認証ガイドライン」に掲げる要件を満たすとともに、①の要件を満

たしていること。 

（２）認証の有効期間と更新 

当該認証の有効期間は、令和４年度から始まる３か年度毎の年度末日までの期

間とする。 

なお、認証の更新時には、令和４年度から始まる３か年度毎に６か所以上の社

会的養護関係施設の評価を行うとともに、この３か年度毎に全国推進組織が行う

研修を受講し修了した評価調査者が在籍し、適切な評価を行っていることを要件

とする。 

（３）都道府県独自の認証 

都道府県推進組織は、（１）にかかわらず、当該都道府県内において有効な社会

的養護関係施設第三者評価機関の認証を行うことができる。 

この場合は、第三者評価指針の別添２の「福祉サービス第三者評価機関認証ガ

イドライン」に基づき、都道府県推進組織が定める認証要件を満たすとともに、

都道府県推進組織が実施する社会的養護関係施設評価調査者養成研修を受講し、

修了した評価調査者が在籍していることとする。 

なお、４（２）で独自の第三者評価基準を設けている都道府県推進組織におい

て、特に必要と認める場合には、当該都道府県内の施設の第三者評価については、

当該独自の認証を受けた社会的養護関係施設第三者評価機関でなければならない

旨の取り扱いを設けることができる。  

（４）評価の実施等 

社会的養護関係施設第三者評価機関が社会的養護関係施設の評価を行う場合に

は、１件の第三者評価に２名以上の評価調査者が一貫して担当するものとし、い

ずれの評価調査者も、直近の社会的養護施設評価調査者養成研修又は継続研修を

受講し、修了していることが望ましいが、少なくとも１名は、これを受講し、修

了している者でなければならない。 

なお、社会的養護施設評価調査者養成研修を受講していない評価調査者につい

ても、第三者評価指針の別添１の「都道府県推進組織に関するガイドライン」に

より都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し、修了した者でなけれ

ばならない。 

   社会的養護関係施設第三者評価機関は、毎年度、全国推進組織に対し第三者評

価事業の実績等を報告し、また、全国推進組織が第三者評価事業の適正な実施を

目的として行う調査等に協力するものとする。 

 

６．評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修 

 全国推進組織は、社会的養護関係施設評価調査者養成研修及び評価調査者継続研

修を行う。 

 養成研修は、①社会的養護の現状と課題、②児童養護施設の現状と第三者評価、



 

③乳児院の現状と第三者評価、④児童心理治療施設の現状と第三者評価、⑤児童自

立支援施設の現状と第三者評価、⑥母子生活支援施設の現状と第三者評価、⑦社会

的養護関係施設の評価の手法のそれぞれについて、専門的知見を有する講師により、

講義・演習を行うものとする。演習科目においては、社会的養護関係施設の第三者

評価の実施に係る訪問調査や利用者調査等の実践事例等を組み入れるよう工夫を

講じること。 

 継続研修は、４．（３）による第三者評価基準の見直しに応じて講義・演習を行

うものとする。 

なお、都道府県推進組織においても、第三者評価指針の別添６の「評価調査者養

成研修等モデルカリキュラム」を参考にして、上記の講義を加え、独自に行うこと

ができるものとする。 

 

７．利用者調査の実施 

社会的養護関係施設については、利用者の意向を把握することの重要性にかんが

み、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施するものとする。 

その方法及び様式については、別添７－１から別添７－９までのとおりである。 

 

８．第三者評価結果の公表 

（１）社会的養護関係施設については、第三者評価機関が評価結果を全国推進組織及

び都道府県推進組織に提出し、全国推進組織がその結果を公表するものとする。

なお、これに併せて、都道府県推進組織においても公表することができる。 

（２）社会的養護関係施設の評価結果の公表は、原則として全国共通の公表様式とし、

第三者評価機関名、評価調査者研修修了番号、事業者情報、理念・基本方針、施

設の特徴的な取組、第三者評価の受審状況、総評、第三者評価結果に対する施設

のコメント、第三者評価結果（すべての評価細目ごとの a,b,cの３段階評価、第

三者評価機関の判定理由等のコメント）を記述して公表し、その様式は別添８－

１から別添８－６までのとおりである。 

なお、４（２）で独自の第三者評価基準を設けている都道府県推進組織におい

ては、第三者評価指針の別添５の「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドラ

イン」に基づいて、独自の公表様式を定めて差し支えない。 

 

９．評価の質の向上のための取組 

全国推進組織においては、第三者評価機関、学識経験者及び社会的養護関係施設

の関係者の参画を得ながら、社会的養護関係施設に対する第三者評価の質の向上の

ための調査研究及び情報交換を行う組織を設ける。 

 

１０．自己評価の実施 

（１）第三者評価を受審するに当たっては、あらかじめ、第三者評価基準に基づき、



 

自己評価を行うものとする。この場合の自己評価の方法は、受審する施設と第三

者評価機関で協議し決定する。 

（２）第三者評価を受審しない年度の自己評価は、その方法を当該施設で決定の上、

第三者評価基準に基づき行う。 

 

１１．ファミリーホーム及び自立援助ホームについての第三者評価 

ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）及び自立援助ホーム（児童自立

生活援助事業）の第三者評価については、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）により、受審等の努力義務が規定されているところである。 

ファミリーホーム及び自立援助ホームの第三者評価の実施については、社会的養

護関係施設第三者評価機関が行うこととする。 

 

１２．第三者評価の受審費用 

 社会的養護関係施設及びファミリーホーム、自立援助ホームの第三者評価の受審

費用については、３年に１回に限り、１回３１万４千円を上限に、措置費の第三者

評価受審費加算を算定することができる。 
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令和６年度 社会福祉・保健サービス評価事業の推進に向けた 
評価機関と県との意見交換会 概要 

 
〇日時：令和６年８月８日（木）午後１時から午後３時まで 

〇開催：オンライン方式（Webex） 

〇出席者 

法 人 名 職  名 氏  名 

特定非営利活動法人未来 福祉サービス評価事業部長 長谷川 真由美 

有限会社保健情報サービス 代表取締役 清水 浩史郎 

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー              代表理事 新津 ふみ子 

理事／事務局長 鳥海 房枝 

特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク 事務局長 町田 英夫 

事務局 浅野 紀子 

鳥取県（推進組織） 

福祉監査指導課 

福祉監査指導課長 藤島 聖三  

課長補佐 川本 繁 

課長補佐 高野 真弓 

 

１ あいさつ（藤島課長） 

 

２ 意見交換（司会：川本課長補佐） 

 （詳細は別添のとおり。） 

 

（１）評価調査者の確保・育成について 

①人材確保（新規開拓） 

＜現状と見通し／目標、意向／具体的な取組み／課題＞ 

○未来 

・高齢化等により評価調査者数は現状維持か減少している状況。 

・評価件数が少ないため経験を積めず、技術の向上が十分にできないのが課題。 

○保健情報サービス 

・高齢化の一方で新規開拓は難しく、人材確保は厳しい状況。島根県の方へのアプローチを行ってい

る。 

・種別ごとのスペシャリスト養成が課題。 

・名簿登載に当たり、鳥取県は3 年間に2 回の継続研修の受講が必要だが、ある程度の評価実績（年間

10 ヶ所以上など）がある方に関しては免除していただけてもいいのかなと思う。 

○メイアイヘルプユー 

・年に１～２名を新規に育成。 

・プロフェッショナルの育成は課題。 

○福祉経営ネットワーク 

・長く評価をやっている方と最近評価者になった方との標準化を進めている。 

・各評価機関の連携、都道府県の連携、推進組織の連携も大切。 

・認証を継続させるための要件を少し緩めていただけるとありがたい。研修への参加は、東京からの交

通費のこともあるし、感染がひどいときに出張に行くのは厳しいため。 

 

資料３　
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＜養成者研修修了者名簿の活用意向、新規開拓＞ 

○福祉経営ネットワーク 

・東京都の名簿（氏名はなく番号のみ）の活用はしている。 

○保健情報サービス 

・島根県では、第三者評価の養成研修を受けて評価機関に登録してない人がいて、県や社協の人材セン

ターを通じて連絡を取ることはできると思う。 

・鳥取県で、評価機関のどこかに登録しないと研修を受けられないっていうのはどうなのかと思う。 

○福祉経営ネットワーク 

・東京都では、調査員になるためにはかなり厳しい要件がある。養成研修を受けるには、評価機関から

推薦して、評価推進機構で審査を通る必要があるが、ハードルが高く、評価機関としても推薦する人

を探すのが大変。 

○メイアイヘルプユー 

・東京都の評価推進機構の評価者養成研修への推薦に当たり、特にマネジメントを担当する部門でエン

トリーするとき、専門職での勤務経験と比べて証明しにくく、大変厳しい。 

・推薦する人は、評価機関の常日頃の活動から得られるネットワークにより見つける。 

○福祉経営ネットワーク 

・評価者になりたい方は評価機関に推薦を依頼する。依頼を受けた評価機関は、その方が東京都の要件

に合ってるか確認したりして、一緒にやっていける方だと思えば推薦する。 

○メイアイヘルプユー 

・応募者がないということは、行政としての働きかけ方、周知が弱いということではないか。 

・東京都ではＰＲもされているが、むしろ評価機関が必死で、優秀な評価者を探し育てる。そうしない

と、自身の事業者が選ばれないので。選ばれて評価するということの循環があるということだと思

う。やはり、基本的にこの制度をどう行政が考え、推進していくのかという、そこが根本的な問題だ

と思う。 

○福祉経営ネットワーク 

・施設を退職された後、受審してよかったから評価者になってみようという方もある。 

○保健情報サービス 

・２０年前に、新聞に掲載された評価機関募集という県の広告を見て申し込んだ。第三者評価の調査員

の養成も同じく出ていた。県政だよりにも確か出ていたと思う。今はホームページ等になるのかなと

思うが、県から積極的に評価委員の養成を告知していただけるとありがたい。 

 

＜名簿登載者の複数機関への登録に係る現状と特有の課題等＞ 

○メイアイヘルプユー 

・評価機関によって評価の進め方は特徴があり、研修計画もそれぞれにあるので、複数の機関に登録を

している方はそれぞれの評価機関での研修に参加していただく必要がある。それにより視野も広がっ

ていいのではないかと思う。 

○福祉経営ネットワーク 

・複数の機関に登録している方が増えてきて、評価の進め方の共有が必要。また、日程組みにおいて

も、複数の機関に所属している方を繁忙期にどのように采配するのかは難しいところ。 

・複数の機関で登録してもらう理由は、調査者の不足と、技術や能力の必要性との、両方あると思われ

る。 

○保健情報サービス 

・それぞれの評価機関によってやり方が違うので、複数機関での登録の場合、事前に打合せや調整や研

修が必要だと思う。 
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○未来 

・他の評価機関からの要請があれば、勉強の機会になるのでありがたいことだと思う。 

 

②人材の定着 

○保健情報サービス 

・年間を通して評価活動があれば調査員も収入が安定すると思うが、現在は時期が偏りすぎており、そ

れが一番のネックなのかなと思う。 

○メイアイヘルプユー 

・第三者評価だけでご飯食べていくのはまず無理。若い人たちは本業を別に持っている。 

・評価者の登録時に、第三者評価についてどういうやり方をしているかなどを十分に話したり、また、

まめに研修会を開いたり、1 人1 人と面談して1 年間の振り返りをしたりしている。そうした取り組

みもあってか、高齢の理由以外で辞める方はあまり聞いたことがない。 

○福祉経営ネットワーク 

・本業を持ちながら評価活動を手伝ってくださる方が多く、常勤の人はほとんどいない。各人の要望や

事情をしっかり聞き、それを反映しながらアテンドするという配慮には力を入れている。 

○未来 

・調査員は、この収入で生活するわけではなく、小遣い程度に思っている人の方が多い。 

○事務局 

・例えば、現役の保育士さんが評価調査になって、一定のスキルを身につけた上で他の保育園の評価を

するというようなこともあるということが分かった。 

 

③人材の育成 

＜県主催の養成研修及び継続研修に関する改善提案、要望等＞ 

○メイアイヘルプユー 

・養成研修でも継続研修でも、受審事業所の方にも登壇してもらうことを提案する。受審した感想や、

どういうことを取り組んでいるのか、どんなことが問題なのかということを話してもらうと、現実感

がある。 

・普及に当たっても、より知ってもらうために、受審事業者の方と評価機関にも登壇してもらうことを

提案する。 

○保健情報サービス 

・第三者評価の養成研修について、全国の養成研修では標準的カリキュラム5 日間だが、鳥取県では4

日間であり、いかがなものかなと思う。 

・継続研修の時期について、6～8 月など、評価がピークを迎える年度後半までに開催してほしい。 

・継続登録の要件である継続研修の受講回数について、3 年に1 回にするのか、今のまま3 年2 回でい

くのか、ご検討いただきたい。 

○福祉経営ネットワーク 

・研修は上半期に実施するか、もしくは日程が早い段階でわかっていると、非常にありがたい。 

・複数の県の認証を取っている場合、各県に研修行くのは本当に大変なので、横並びでこの研修を受け

ていればそれは同等とみなすという取扱いがあれば、評価活動に注力できると思う。 

 

③の人材育成 

＜社会的養護に関する研修の受講状況＞ 

○福祉経営ネットワーク 
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・社会的養護に関する東京都と全社協の認証受けており、それぞれ要綱に細かい規定があるので、受講

漏れがないように綿密にチェックしている。 

○メイアイヘルプユー 

・東京都の他にも独自方式でやってる県の場合はそこの研修を受け、それ以外は全社協で研修を受ける

という枠組でやっている。 

○保健情報サービス 

・全社協の全国認証をとっており、調査員としては来年の3 月に継続研修を受ける。調査機関としては

年間6 件以上をこなしいるので継続研修はなし。 

 

（２）その他 

①評価件数について 

＜社会福祉法人全国社会福祉協議会の調査への協力のお願い＞ 

○メイアイヘルプユー 

・調査協力は難しいことではないが、これをどのように活用されるのか。 

→○事務局 

・全国調査の資料にさせていただくのと、県のホームページの充実への活用も考えている。 

 

②評価調査者養成研修修了者名簿（福祉サービス第三者評価）の更新について 

○事務局 

・今後も継続研修の受講と更新手続きについて、各評価機関に所属されている方の手続きについて周知

いただくなどのご協力をお願いする。 

 

③その他 

＜地域連携推進会議の設置義務化の影響＞ 

○保健情報サービス 

・今のところ大きな影響はない。 

○メイアイヘルプユー 

・第三者評価は３年に1 回ぐらい、地域連携推進会議は毎年なので、どちらも利用していこうかという

前向きな話も聞いている。第三者評価にどのような影響を及ぼすのかは不明。そもそも障害分野は受

審率が低いこともあり、受審数の減少に繋がるかどうかもわからない。 

 

＜地域密着型サービスの外部評価関係の名簿登載者の活動状況の把握＞ 

○未来 

・当初に資格を取ったものがずっと続けて調査に行っている。 

 

 



社会福祉・保健サービス評価事業（第三者評価事業）に係る評価調査者の確保について 

 

令和６年１０月３０日 

 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課  

 

１ 第三者評価事業の推進 

第三者評価事業は、H12 年に行われた社会福祉基礎構造改革における改革の柱の

一つ「質の高い福祉サービスの拡充」を具現化する取組の一つ。 

これを受けて社会福祉法でも、「良質かつ適切な福祉サービスの提供」が事業者

や国の責務とされているところ。 

よって、県としても、例えば令和元年 9 月県議会において、当該事業の推進を県

民へ約束しているところであり、抱える事業実施上の様々な課題を社会福祉法人鳥

取県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）などの関係機関との連携により克服

し、今後一層推進していく必要がある。 

 

２ 事業推進に不可欠な評価調査者の現状と課題 

  評価調査者数は、平成 16 年の事業スタート後、平成 24 年には 188 名であったもの

の減少が続き、現在では、本県登録の評価調査者数は 43 名と平成 24 年の 1/4 まで減

少。このうち、実質的に県内各評価機関で活動している評価調査者数は 15（9＋4＋2）

名という状況である。 

  こうした状況の中で特に危惧されるのが評価調査者の高齢化で、例えば県内のある

評価機関では活動している評価調査者 4 人中 3 人が 65 歳以上という状況であり、今

後５～10 年以内に現在の評価調査者数と同数の新規調査者を確保し、技能の引継を

経た上で円滑に世代交代を進めていかなければ事業そのものが実施できなくなる状

況が想定される。 

  一方で、利用者へより質の高い福祉サービスの提供や幅広い施設選択情報を提供し

ていくためには受審施設数を増やしていく必要があり、これに対処できるだけの評価

調査者についても確保していく必要もある。 

 

＜今後必要な評価調査者数の試算＞ 

 前提１ 県内の全ての福祉施設が 5 年毎に受審できる体制を確保する場合 

  ①１年間の受審施設数 

鳥取県内の施設数：555 施設（社会福祉施設等調査令和 4 年 10 月 1 日時点） 

    555 施設÷5 年＝111 施設 

  ②県内の年間平均受審(評価)実績 

約 40 件（施設） 

→ ①②より、現在の約 3 倍の受審件数に対応できる必要がある。 

  ③現在の 3 倍の受審件数に対応するために追加で必要となる人数 

   ＜算定式＞ 
     A  5 年後の処理件数：現在の処理件数×3倍 
     B  A に対応するのに要する評価調査者数 

：A÷1人当たりの年間処理可能件数×１施設当たりの審査体制 
     ＊上記基礎数字は各評価機関からの聞取結果に基づく 
 

・評価機関Ｘ：A 2*3=6  B 6/2*2=6 

必要数約 6 人－現在の実働数 9 人＝現在数で充足 

・評価機関Ｙ：A 41*3=123  B 123/50*3=7.4 

必要数約 7.4 人－現在の実働数 4 人＝要追加数 3.3 人 

・評価機関Ｚ：A 7*3=21  B 21/10*2=4.2 

必要数約 4.2 人－現在の実働数 2 人＝要追加数 2.2 人 

    → 3.3 人＋2.2 人＝5.5 人 新たに 6 人必要 

資料４　



 

  前提２ ５年以内に実働者全員が評価調査者を引退するとした場合 

   ①県内の実働評価者数：15 名（多くが定年退職後の世代） 

    → 毎年新規で 3 人、計 15 名の養成が必要。 

※世代交代を見据えた各分野のリーダー養成のため、 

最低でも毎年新規で２人以上の確保を望むとの意向も有（評価機関Ｙ）。 
 

  現状 登録者のうち実際の活動者は約 1/3。 

    県内の登録評価調査者数：43 名 

県内評価機関の実働評価調査者数：15 名＊ 

＊令和 6年 10 月時点における県内の県認証評価機関（3機関）への調査結果 

   → 実働者が登録者の 1/3 程度である現状に鑑み、実働者を確保するためには、

必要数（6＋15＝21 名）の３倍以上の養成研修修了者を養成する必要がある。 
 
 ⇒ 今後 5 年間で 63 名（21 名×3）の養成研修修了者を確保するためには毎年 13 名

以上の養成研修受講者を集める必要がある。 

 

３ 新規評価調査者の確保に向けた検討 

新たな評価調査者を確保するためには、できる限り多くの者に第三者評価事業や評

価調査者に関心を持ち、知ってもらう機会を提供できることが肝要。 

  ついては、これまでの確保に向けた取組について、次のような見直しを行う。 
  

 見直し案 現在 

広報の

対象 

・現時点では評価調査者にあまり関心はないが、

福祉サービスの質の向上に取り組んでいる者等

も追加。 

・評価調査者とし

て携わること

を希望する者。 

広報の

内容 

・受講のメリットを明確に提示。 

「受講により、福祉サービスの質の向上に向け

て視点を学べる。」 

・受講対象者を評価調査者希望者に限らず、案内。 

・単なる研修開始

の案内。 

広

報

手

段 

県

社

協 

・各評価機関・市町村・市町村社協・福祉団体代

表者への周知 

・ＨＰ掲載 

・県内各社会福祉法人及び県内市町村への周知

（メール）※県と連名 

・各評価機関・市

町村・市町村社

協・福祉団体代

表者への周知 

・ＨＰ掲載 

県 

・ＨＰ掲載 

・県内各社会福祉法人及び県内市町村への周知

（メール）※県社協と連名 

・可能であれば、社会福祉法人以外の福祉施設運

営主体（医療法人等）への周知 

・県政広報媒体の利用（ただし、枠に限りがある

ため未確定。） 

・ＨＰ掲載 

 

 

 ＜県社協に養成研修を委託する必要性＞ 

一般的な民間企業や特定の評価機関に委託する場合と異なり、県社協に委託した場

合は次の点において優れており、適正な養成研修の実施はもとより、第三者評価制度

の活用の促進や福祉サービスの質の向上を通じた地域福祉の振興にも大きな期待を

持つことができる。 

・第三者評価事業の目的と地域福祉の振興という県社協の目的が合致しており、よ

り真摯に業務遂行ができること。 



・県社協で取り組んでいる福祉施設経営指導事業など、日頃の県内福祉関連施設と

のつながりを活かした業務遂行ができること。 

・評価機関及び評価調査者としての活動実績があり、当該実績を踏まえた業務遂行

ができること。 

 

４ 今後の見通し 

第三者評価事業制度の創設から 20 年が経過した令和 3 年度に、事業の実施におけ

る様々な課題の解消に向けて、「社会福祉法人全国社会福祉協議会 福祉サービス第

三者評価事業のあり方に関する検討会」が設置され、令和 4 年 3 月に検討会報告が公

表された。 

国においては、当該報告書を参考に抜本的な見直しを検討中であり、少なくとも当

該見直し結果が明らかになるまでは、現在の体制で評価調査者の確保等の事業推進の

取組みを行う必要がある。 

なお、当面の間は次のような方策で制度を周知し、受審施設数の増加を図る。 

・法人連絡会や苦情解決事業研修会での行政説明など、引き続き機会を捉えて社会

福祉法人に対して制度の意義の周知を図るとともに、説明内容や説明資料の見直

しを適宜行い、理解の深化に努める。 

・法人指導監査や施設監査において、未受審の場合には丁寧に制度の意義を助言し、

受審を促す。 

・新たに県内各社会福祉法人へ評価調査者養成研修を案内し、制度に対する関心の

喚起と評価調査者の視点の活用を促すことで、新たな受審意欲の掘り起こしを行

う。 

・県政広報媒体を活用して、制度の周知や評価調査者希望者の掘り起こしを行う。

（ただし、枠に限りがあるため頻回は困難。） 

 

５ 参考資料 

（１）社会福祉法 抜粋 
①（福祉サービスの基本的理念） 

第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利
用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならな
い。 

②（福祉サービスの質の向上のための措置等） 
第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行

うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立っ
て良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。 

２ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助す
るために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ず
るよう努めなければならない。 

 

（２）鳥取県における第三者評価の名簿登載者数(各年 4 月 1 日現在)及び受審数の推移 

（名簿登載期間：３年間） 
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（３）福祉サービス第三者評価事業のあり方に関する検討会報告書の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価事業普及協議会 厚生労働省説明資料より抜粋） 



   

令和６年度鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 

評価調査者養成研修（第三者評価区分）実施要領 
 

１．研修の目的            

鳥取県において福祉サービス第三者評価の評価調査者として活動を予定している方に必要な知識・技

術を習得していただくとともに、評価の信頼性を確保するため、評価の視点や基準を共有化することを

目的として実施します。          

 

２．実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 

３．研修日程 令和６年１２月１４日（土）～令和 7 年 1 月１９日（日）4 日間 

          1 日目は会場、開始時間が異なりますのでご注意ください 

 日 時 会 場 内 容 

1 日目 
１２月１４日（土） 

 9：25～16：00 

エースパック未来中心 ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 2 

（倉吉市駄経寺町 212-5） 講義 

演習 
2 日目 

１２月２１日（土） 

 9：30～16：00 

倉吉体育文化会館 教養室２ 

（倉吉市山根 529-2） 

3 日目 
１月１８日（土） 

 9：30～16：00 

倉吉体育文化会館 教養室２ 

（倉吉市山根 529-2） 講義 

実習 救護施設 ゆりはま大平園 

（湯梨浜町長和田１８３５１） 

4 日目 
１月１９日（日） 

9：30～12：30 

倉吉体育文化会館 教養室２ 

（倉吉市山根 529-2） 

講義 

演習 

※カリキュラム等については、裏面をご覧ください。  

 

４．受講対象者（定員）         

研修受講後、鳥取県で評価調査者として活動予定の方（定員１０名）    

       

５．受講料 

無 料 

         

６．研修会の修了について         

本研修の全過程を修了した者に、本会の発行する修了証書を交付します。   

        

７．個人情報の取り扱いについて       

本研修会の受講者、修了者に係る個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシー 

ポリシー）」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありません。 

          

８．受講申込みについて         

別紙研修受講申込書に記載し、令和６年１２月６日（金）までに、下記連絡先へお申込みください。 

ファックスまたはＥメールのいずれかで結構です。      

    

９．連絡先 

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉振興部（担当 上田学、坂本） 

〒689-0201 鳥取市伏野 1729-5 県立福祉人材研修センター内 

TEL：0857-59-6344   FAX: 0857-59-6340 

Email: fukushis@tottori-wel.or.jp

参加者（修了者）数：４名 

資料５　



令和６年度鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価調査者養成研修（第三者評価区分）カリキュラム 
 

区

分 
研修科目 時間 目的 内容 講師 

１日目：12月14日（土） 会場：エースパック未来中心 セミナールーム２ 

オリエンテーション 9:25～ 

9：30 

鳥取県社会福祉協議会 事務局 

基

礎

的

研

修

課

程

Ⅰ 

１．第三者評価

の理念と基本

的な考え方 

9：30～   

11：00 

第三者評価事業の理念や

基本的な考え方を理解す

る。 

第三者評価事業について、その必要性や行

政による指導監査との違い等について講義

するとともに、あわせて福祉制度の動向等に

ついて解説を行う。また、医療機能評価や、

ISO等、関連分野における評価制度の動向な

らびにその考え方に関する講義を行う。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

 

 ２．第三者評価

の全体像 

第三者評価事業の動向や

「評価調査者養成研修」の

位置付け等を理解する。 

都道府県推進組織が行う第三者評価事業の

目的や制度の概要に関する講義を行うととも

に、本研修の位置付けならびに評価調査者

養成研修の位置付け等について解説を行う。 

３．評価調査者

の役割と倫理 

11：00～   

12：00 

評価調査者として守るべき

倫理や、訪問調査時の留意

点を理解する。 

第三者評価事業における評価調査者の役割

について講義するとともに、評価調査者として

守るべき倫理や、求められる調査時の姿勢等

に関する講義を行う。 

演 

習 

４．書面（事前）

審査の着眼点 

13：00～   

16：00 

書面（事前）審査の目的や

具体的な方法を理解・習得

する。 

書面（事前）審査の必要性・目的、ねらいにつ

いて解説を行うとともに、実際の方法につい

てグループごとに「事例研究」を実施する。 

５．訪問調査の

着眼点 

訪問調査における各第三者

評価基準の評価判定方法、

その着眼点を理解する。 

訪問調査における第三者評価基準の評価判

定方法、着眼点についてグループにより課題

演習、事例検討を行う。 

２日目：12月21日（土） 会場：倉吉体育文化会館 教養室２ 

基

礎

的

研

修

課

程

Ⅱ 

６．第三者評価

基準の理解と

判断のポイント 

9：30～ 

16：00 

 

都道府県推進組織が使用

する第三者評価基準の考え

方を理解するとともに実際

の第三者評価の方法を習得

する。 

福祉サービス第三者評価基準(共通評価並び

にサービス内容評価)の各項目についてその

考え方や基準策定の意図等に関する講義を

行う。また、実際の第三者評価における判断

のポイントについても講義により習得する。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

７．利用者調査

の方法等につ

いて 

第三者評価における利用者

調査の位置付けを正しく理

解するとともに、その方法を

学ぶ。 

第三者評価における利用者調査の位置付け

や意義、その結果の取扱い、さらには実際の

利用者調査の方法等について講義を行う。 

３日目：1月18日（土） 会場：【午前】倉吉体育文化会館  教養室２、【午後・実習先】…救護施設 ゆりはま大平園 

実

習 

８．実習Ⅰ 9：30～ 

16：00 

 

実際に施設（事業所）を訪

問、調査を行うことによって

具体的な第三者評価の方

法・技術を習得する。 

「協力施設（事業所）」を訪問、実際に調査を

行うことにより、インタビュー技術等について

実習を行うとともに、訪問調査時の留意事項

を学ぶ。 

 

 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

４日目：1月19日（日） 会場：倉吉体育文化会館 教養室２ 

実

習 

９．実習Ⅱ 9：30～ 

11：30 

 

実習Ⅰの内容を受けて、第

三者評価結果のとりまとめ

について具体的な手法を習

得する。 

訪問調査の結果に基づいて評価調査者間で

合議を行い、最終的な第三者評価結果をとり

まとめるとともに、報告書の作成について実

習により実際の技術を学ぶ。 

有限会社保健情

報サービス 

代表取締役 

清水 浩史郎 氏 

 

総

括 

１０．まとめ 11：30～   

12：30 

実習の成果に基づいて評価

調査者として求められる技

術や態度等についてあらた

めて理解を深める。 

各分科会にてとりまとめた実習の成果を発表

し、講師が講評を行う。特に、とりまとめ等に

対する問題点や課題、書面調査・訪問調査を

実施する上での留意事項をあらためて整理

する。 

 

※講義には適宜、休憩を挟みます。 

9:30〜12:00 実習準備 13:00〜16:00  事業所の訪問調査  



令和６年度鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業 

評価調査者継続研修（第三者評価区分） 

 

（鳥取会場）鳥取県立図書館 大研修室      令和６年１１月１７日（日） 

（米子会場）鳥取県西部総合事務所 第２１会議室 令和６年１２月２２日（日） 

 

１ 日程 

時間 内容 形態 

10:00～10:15 開会あいさつ  

10:15～12:00 

（途中休憩有） 

講義１「社会福祉制度の動向」 

講義２「第三者評価制度の動向」 

講義 

12:00～13:00 昼食休憩  

13:00～15:45 

（途中休憩有） 

演習１「保育所の評価基準（共通評価基準と内容評価基準）の理解」

演習２「訪問調査時の質問づくり」 

演習３「評価コメントの作成」 

講評 

演習・

講評 

15:45 閉会  

 

２ 講師 

岡田 賢宏
おかだ  たかひろ

氏（一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 理事） 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

＜研修の概要＞ 

・２つの会場で同じ内容の研修を開催した。 

・各日とも、午前は国の制度改正等の最新情報の説明、午後は演習（事例をもとに、各

人で考え、グループで話し合い、発表する）が行われた。 

 

＜参加者（修了者）数＞ 

 ・鳥取会場：４名 

 ・米子会場：１１名 




